
平成 24年 12月 20 日 

福山ガス株式会社                         

                                     

ガス料金改定のお知らせ 

- 一般ガス供給約款の変更認可について - 
 

弊社は、平成 19 年 1 月から平成 20 年 6 月にかけて実施いたしました天然ガス転換作業に係る費用の償

却が平成 24 年をもって終了することから、総原価の見直しを行い、ガス料金の引き下げ及び原料費調整制

度に係る指標等の変更を主な内容とした「一般ガス供給約款の変更認可申請書」を中国経済産業局長に提

出しておりましたが、平成 24 年 12 月 20 日付けで認可をいただき、平成 25 年 1 月 1 日より実施させてい

ただくこととなりました。 

弊社といたしましては、今後とも都市ガスの安定供給、保安の確保ならびにお客さまサービスの向上に

努めるとともに、業務全般にわたり合理化・効率化を進め、公益事業としての使命遂行に全力を傾注して

まいる所存でございます。 

 

＜主な変更内容＞ 

１. ガス料金の引き下げ 

◇ 小口部門料金               平均 ２.１７％の引き下げ 

    ◇ うち 一般ガス供給約款料金         平均 １.８６％の引き下げ 

【認可改定率】                               (４６ＭＪ、税抜き) 

 現行平均単価 新料金平均単価 改定率 

小口部門料金 １６４.９７円 １６１.３９円 △２.１７％ 

うち供給約款料金 １９１.３１円 １８７.７５円 △１.８６％ 

※小口部門料金とは、年間 10万 m3以上 (46メガジュール換算)使用の大口部門を除いたもの 

    供給約款料金とは、小口部門から選択約款を除いた一般契約の料金 
    

なお、選択約款につきましても、同様の内容で届出を行っております。実施日は、供給約款と 
同じ平成 25 年 1月 1日です。 

 

◇  一般ガス供給約款料金での標準家庭の場合 １.５６％の引き下げ   

(税込) 

標準使用量 現行料金 認可料金 引き下げ額 改定率 

２５ｍ3 ５,７７１円 ５,６８１円 △９０円 △１.５６％ 

※標準家庭のガス料金は、ご家庭用１件当たりの平均使用量/月(平成 18～22 年の 5 か年平均)

に基づき算定しています。 

 

２. 原料費調整制度における各指標を変更いたします。 

    ◇ 平均原料価格の変更により基準平均原料価格、上限バンド等を次のとおり変更いたします。 

基準平均原料価格 ６８,２８０円 

上限バンド（基準平均原料価格×1.6倍） １０９,２５０円 

 

３. 本支管工事費当社負担額の増加 

    ガスメーター1号あたり 53,000 円から 64,000円に増額し、お客さま負担額の軽減を図ります。 

 

４. 実施日 

    平成２５年１月１日 

  



＜参考＞ 新しいガス料金表 

                      

一般ガス供給約款料金表                                                           （税込） 

適用料金表 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 料金表Ｄ 

適用区分 

(1 か月のご使用量) 

0 ㎥から 

10 ㎥まで 

10 ㎥をこえ 

25 ㎥まで 

25 ㎥をこえ 

100㎥まで 

100㎥を 

こえるもの 

基本料金 

(1 か月) 
869.40 円   1,003.20 円   1,957.50 円   3,221.29 円   

基準単位料金 

(1 ㎥につき) 
200.50 円   187.12 円   148.94 円   136.30 円   

 

※平成 25年 1月検針分のガス料金は、平成 24年 12月検針日の翌日から 12月 31 日までの期間の 

旧料金と平成 25年 1月 1日から 1 月検針分までの期間の新料金の合計といたします。 

新旧料金とも適用になる日数で日割計算を行います。 

 

【ガス料金の計算例】 

 １か月のご使用量が２５㎥の場合は次のようになります。 

 ①適用する料金表 

料金表Ｂが適用されます。 

②ガス料金の計算 

ガ ス 料 金＝基本料金＋従量料金（単位料金×ご使用量） 

＝１,００３.２０＋(１８７.１２×２５㎥) 

＝５,６８１円（円未満切り捨て） 

内消費税相当額＝ガス料金×消費税率÷(１＋消費税率) 

＝５,６８１×０.０５÷１.０５ 

＝２７０円 (円未満切り捨て) 

 

(注)１.ガス料金は早収料金適用期間（検針日の翌日から 20日まで）にお支払いいただく場合の料金です。 

   ２.単位料金とは、基準単位料金または調整単位料金（基準単位料金に原料費調整制度に基づく単位 

料金調整額を加えたもの）をいいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


